
とくしま農山漁村未来投資事業実施要領 

 

第１ 事業の趣旨 

近年の県内農林水産業を巡る情勢は、農林水産業者の急激な減少や、気候変

動に伴う自然災害の増加などにより、食料安全保障の確保に対する懸念が高ま

っている。 

そこで、本県の農林水産業が持つ「働く力、作る力、売る力、農山漁村の防

災力」（以下「自給力」という。）の強化を図り、持続可能な農林水産業を展開

するため、地域の未来を担う多様な農林水産業者が実施する経営規模の拡大や

経営転換に向けた投資を促進する取組を支援する。 

 

第２ 事業の種類 

１ この要領に基づいて実施する事業は以下のとおりとし、事業種目は別表に定

めるとおりとする。なお、政策実践型のうち地域計画実現事業の実施について

は、運用を別紙に定めることとする。 

 （１）企画チャレンジ型 

地域の実情に応じて様々な課題を解決するため、事業者が主体となって企

画しチャレンジする取組を支援する事業 

（２）政策実践型 

「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画」（以下「基本計画」とい

う。）に掲げる持続可能な農林水産業の実現に向けた取組、「とくしま農業振

興プロジェクト」の推進に資する取組及び企画チャレンジ型の成功事例の横

展開を図る取組を支援する事業 

（３）緊急対応支援型 

緊急、かつ、やむを得ないものであって、この事業の趣旨に適合し、必要

と認める取組を支援する事業 

２ 県は、原則として国や県の他の事業の補助対象とならないものを地域の実情

に即して審査の上、予算の範囲内において事業実施主体に対し、事業実施に必

要な経費の全部又は一部を補助することとする。 

３ 事業実施期間は１年以内とし、目標年度は事業実施年度の翌々年度とする。 

 

第３ 補助対象 

１ 補助対象となる事業内容は、以下のすべての要件を満たすものとする。 

（１）県又は市町村が策定した各種計画方針に沿った取組であること。 

（２）事業計画の規模が適切であって、事業実施主体の経営収支その他に照ら

し、事業計画に基づく事業の実施及び目標の達成が確実であると見込まれる

こと。 

（３）事業の対象となる機械・施設等（以下「施設等」という。）が、事業実施

主体又はその構成員が既に有する施設等の代替（単純更新）として導入され

るものでないこと。 



（４）事業の対象となる施設等は、法定耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）第１条第１項に規定する耐用年数

をいう。以下同じ。）が５年以上のものであること。ただし、事業の対象と

なる施設等が中古施設等である場合には、上記に加え、中古資産耐用年数

（減価償却資産の耐用年数等に関する省令第３条に規定する耐用年数をい

う。以下同じ。）が２年以上のものであること（法定耐用年数を経過したも

のについては、販売店等による２年間以上の保証があるものであること。）。 

（５）事業の対象となる施設等は、利用面積・利用計画からみて規模、能力、構

造等適切なものであること。 

（６）事業の対象となる施設整備は、関係法令を遵守するとともに、当該施設が

立地する地域を所管する関係機関（農業委員会、保健所等）の指導に従うこ

と。 

（７）水産業用施設等を導入する場合は、原則として徳島県水産振興公害対策基

金で生産した種苗に係る経費、種苗放流に係る人件費、掃海等の海面を対象

とした事業でないこと。 

２ 次に掲げるものは、原則として補助対象としない。 

（１）既に事業着手又は事業完了しているもの 

（２）事業効果の少ない施設等 

（３）用地の買収・賃借に要する経費及び補償費 

（４）法定耐用年数が５年未満の消耗品的物品 

（５）事業費が 50 万円未満の事業 

（６）過去に本事業の助成を受けた事業実施主体であって、第 10 の１に基づく

達成状況報告が期限内にできていない事業実施主体 

   ただし、企画チャレンジ型、政策実践型のセミハード・ソフト事業及び緊急

対応支援型において真に必要と認められる場合は、（４）又は（５）に該当す

る事業内容であっても補助対象とすることができるものとする。 

３ その他の事業実施主体の要件、事業内容の要件、補助率、補助金額の上限

は、別表に定めるとおりとする。なお、算出された補助金額に千円未満が生じ

た場合はそれぞれ切り捨てるものとする。 

 

第４ 事業計画の申請 

１ 本事業の助成を受けようとする事業実施主体は、事業計画承認申請書（様式

第１号）に事業計画書（様式第２－１（２、３）号）、事業計画概要書（様式

第３号）、関係書類（見積書、カタログ・仕様書、図面等）を添付したものを

作成し、市町村長に申請する。 

   事業計画書について、企画チャレンジ型は様式第２－１号を使用し、政策実

践型のうち地域農業支援事業、地域林業支援事業、地域水産業支援事業、労働

環境等整備事業、緊急対応支援型は様式第２－２号を使用し、政策実践型のう

ち施設園芸支援事業、新規就農者支援事業、DX･GX 推進事業は様式第２－３号

を使用するものとする。 



   添付する見積書やカタログについては、申請時に有用なものであるととも

に、事業の目的に合致し、かつ、効率的なものでなければならない。 

 企画チャレンジ型のうち市町村長が推薦する中心経営体（地域計画の「目標

地図」に位置づけられる認定農業者等の地域の中心となる経営体をいう。）に

おいては、市町村長の推薦書（様式第４号）を添付し、農業経営・就農支援セ

ンター等へ相談し支援を受けるよう努めるものとする。 

 ２ １により提出を受けた市町村長は、取組の内容について適当であるか等を確

認し、必要な指導及び調整を行った上で市町村事業計画（様式第 11 号）に市

町村事業計画概要書（様式第 13 号）及び事業実施主体の事業計画承認申請書

を添付したものを作成し、知事に提出する。 

 

第５ 事業計画の承認 

 １ 知事は、第４の２で提出のあった市町村事業計画について、本事業の助成を

受けようとする事業実施主体の取組内容を別添の審査方法に基づき審査し、点

数の高い順に予算の範囲内で採択するものとする。なお、同ポイントの場合は

県費補助額の低い取組、県費補助額も同額である場合は総事業費の低い取組を

優先的に採択する。 

２ 知事は、１で採択されることとなった取組に係る市町村事業計画を承認し、

市町村長に通知する。 

 ３ ２により承認を受けた市町村長は、第４の１で提出のあった事業計画を承認

し、事業実施主体に通知する。 

 

第６ 事業計画の変更 

 １ 事業実施主体は、事業計画書に記載された取組を変更（中止、廃止）する場

合は、計画の変更を市町村長に承認申請する。 

 ２ １により提出を受けた市町村長は、取組の変更内容について適当であるかど

うかを確認し、県と協議を行った上で計画の変更を承認し、事業実施主体に通

知する。 

 ３ 市町村事業計画について、以下の項目に係る変更を行う場合は、第４及び第

５の手続に準じて行うものとする。なお、（２）については交付要綱第６条の

規定による補助事業変更（中止・廃止）承認申請書の提出をもって代えること

ができるものとする。 

 （１）事業実施主体リストにおける事業実施主体の追加 

 （２）県費補助額の増減 

 

第７ 事業着工届 

 事業実施主体は補助事業を着工（契約時点をいう。）した場合、速やかに事

業着工届（様式第５号）を市町村長に提出するものとし、届出を受けた市町村

長は、知事に報告するものとする。 

   事業着手に当たっては、原則として一般競争入札若しくは３者以上の業者に



よる指名競争入札により事業費を決定するものとする。ただし、農林水産業者

が組織する団体又は個人経営体等で、競争入札を執行することが困難な場合に

あっては、見積合わせにより事業費を決定することができるものとする。 

 

第８ 交付決定前着手届 

市町村長（市町村を経由しない事業の場合は事業実施主体）は、やむを得な

い理由により交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、その理由を具体

的に明記した交付決定前着手届（様式第６号）を知事に提出するものとする。 

 

第９ 現地確認 

１ 市町村は、事業の着工前及び完了後に現地確認をしなければならない。 

２ 県は、補助金交付申請額が 500 万円を超える取組については、事業の着工前

及び完了後に現地確認をしなければならない。 

ただし、市町村が事業実施主体となる場合又は市町村を経由しない場合にあ

っては、補助金交付申請額に関わらず、県は事業の着工前及び完了後に現地確

認をしなければならない。 

 

第 10 達成状況報告と評価 

 １ 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から３年間、毎年４月末までに前年

度の成果目標の達成状況報告（様式第 7 号）を市町村長に提出しなければなら

ない。 

なお、緊急対応支援型については、交付要綱に基づく実績報告書の提出をも

って代えることができるものとする。 

 ２ １により提出を受けた市町村長は、市町村事業実績（様式第 12 号）に市町

村事業実績概要書（様式第 13 号）及び事業実施主体の達成状況報告を添付し

たものを作成し、５月末までに知事に提出する。市町村事業実績の作成に当た

っては、事業実施主体の事業計画の進捗状況及び達成状況の評価を行うものと

する。 

 ３ 県は、市町村事業実績の評価結果をとりまとめ、事業の適正執行及び補助対

象事業の採択結果に反映させることとする。 

   また、成果目標が未達成の事業実施主体に対しては、必要な調査を行い、適

切な指導を行うこととする。 

 

第 11 整備した施設等の管理運営等 

１ 管理運営等 

（１）事業実施主体は、本事業により補助金を受けて整備した施設等を、常に良

好な状態で管理し、必要に応じて修繕等を行い、その設置目的に則して最も

効率的な運用を図り適正に管理運営するものとする。 

（２）施設等の管理は、原則として事業実施主体が行うものとする。ただし、事

業実施主体がこの事業により整備した施設等の管理運営を直接行い難い場合



には、当該施設等に係る事業の実施地域に係る団体であって、適当と認めら

れたものに、当該施設等の整備目的が確保される場合に限り、管理運営させ

ることができるものとする。 

（３）（２）に定めるところにより管理運営を委託する場合、管理主体は、原則

として別表の事業実施主体の要件を満たす者とする。この場合において、事

業実施主体は、管理を委託する施設等の種類、設置場所、委託の期間、管理

方法、管理の委託を受ける者の権利、義務等必要な事項について管理主体と

協議し、委託契約を締結するものとする。 

なお、地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）第２４４条の２

の規定に基づく「公の施設」については、条例の定めるところにより地方公

共団体から指定を受けた法人その他の団体に委託する場合には、別表の事業

実施主体の要件を満たす者以外の民間事業者であっても、施設の管理を行う

ことができるものとする。 

（４）県及び市町村は、事業実施主体（管理を委託している場合は管理主体。）

に対し、適正な管理運営を指導するとともに、事業実施後の管理運営、利用

状況及び事業効果の把握に努めるものとする。 

また、市町村は関係書類の整備、施設等の管理、処分等において適切な措

置を講じるよう、十分に指導監督するものとする。 

２ 管理方法 

（１）事業実施主体は、施設等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳を備

え置くものとする。 

（２）事業実施主体は、その管理する施設等について、所定の手続を経て管理規

程又は利用規程を定めることにより適正な管理運営を行うとともに、施設等

の継続的活用を図り得るよう施設等の更新に必要な資金の積立に努めるもの

とする。 

（３）（２）の管理規程又は利用規程には、次に掲げる事項のうち施設等の種類

に応じ必要な項目を明記するものとする。 

ア 事業名及び目的 

イ 種類、名称、構造、規模、型式及び数量 

ウ 設置場所 

エ 管理主体名並びに管理責任者の役職及び氏名 

オ 利用者の範囲 

カ 利用方法に関する事項 

キ 利用料に関する事項 

ク 保全に関する事項 

ケ 償却に関する事項 

コ 必要な資金の積立に関する事項 

サ 管理運営の収支計画に関する事項 

シ その他必要な事項 

（４）事業実施主体は、施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を



図るため、施設等の管理運営日誌又は施設利用簿等を適宜作成し、整備保存

するものとする。 

（５）事業実施主体（市町村を除く。）は、施設等について、処分制限期間内に

天災その他の災害を被災したときは、直ちに、様式第８号により、市町村長

に報告するものとする。 

市町村長は、当該報告を受けたときは、当該施設等の被害状況を調査確認

し、遅滞なく調査の概要、対応措置等を付し、知事に報告するものとする。 

なお、市町村が事業実施主体として災害による報告を行う場合は、知事に

報告するものとする。 

また、県は必要に応じて事業実施主体に対し指導を行うこととする。 

（６）（５）の報告の後、当該施設等の復旧が不可能であると判断した場合にあ

っては、知事に報告を行い、その確認を受けるものとする。 

３ 財産処分等の手続 

（１）事業実施主体は、施設等について、その処分制限期間（徳島県補助金交付

規則（昭和５８年徳島県規則第５３号。以下「交付規則」という。）第１７

条及び交付要綱第１３条に規定する処分制限期間）内に当初の交付目的に即

した利用が期待し得ないことが明らかになり、交付規則第１７条に基づく財

産処分として、当該施設等を当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、「補助事業等によ

り取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」（平成２

２年３月２６日付け農林第９４１号知事通知。以下「承認基準」という。）

の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。この場合

において、市町村長は、当該申請の内容を承認するときは、承認基準の定め

るところにより、その必要性を検討するとともに、あらかじめ知事の承認を

受けなければならない。ただし、補助対象施設等の導入に際し、当該施設等

を担保に供し、自己資金の全部又は一部について融資を受ける場合は、交付

要綱第３条に基づき提出する交付申請書に、経営改善資金計画書の写し等の

必要事項（資金の使途、決算状況、資金繰りの状況、収支計画及び返済計

画）を記載した書類を付すことにより、交付決定時に併せて承認することが

できる。 

（２）市町村が事業実施主体として、その処分制限期間内に（１）に定める財産

処分をしようとするときには、承認基準の定めるところにより、知事の承認

を受けなければならない。 

４ 事故の報告 

事業実施主体は、天災その他の災害等やむを得ない理由により、交付対象事

業が予定の期間内に完了せず、又は交付対象事業の遂行が困難となった場合

は、速やかにその旨を市町村長に報告し、その指示を受けるものとする。ま

た、報告を受けた市町村長は、知事に速やかに報告するものとする。 

なお、災害の報告に当たっては、災害の種類、被災年月日、被災時の事業進

捗度、被災程度、復旧見込額及び防災、復旧措置等を明らかにした上で被災写



真を添付するものとする。 

また、市町村は、必要がある場合、現地調査等を実施し、報告事項の確認を

行うものとする。 

５ 増築等に伴う手続 

（１）事業実施主体（市町村を除く。）は、施設等の移転、更新又は生産能力、

利用規模若しくは利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、

模様替え等（以下「増築等」という。）を当該施設等の処分制限期間内に行

うときは、あらかじめ、様式第９号により、市町村長に届け出るものとす

る。 

（２）市町村長は（１）による届出があった場合、当該増築等の必要性を検討

し、意見を付して知事に提出し、必要に応じその指示を受けるものとする。 

なお、市町村が事業実施主体として（１）に定める増築等の届出を行う場

合は、知事に届け出るものとする。 

６ 移管手続 

（１）事業実施主体（市町村を除く。）は、施設等について、処分制限期間内に

農協等の広域合併等により移管を行ったときは、直ちに、様式第 10 号によ

り、市町村長に報告するものとする。 

（２）市町村長は、（１）の報告を受けたときは、当該施設等の移管状況を調査

確認し、遅滞なく、調査の概要及び対応措置等を付し、知事に報告するもの

とする。 

 

第 12 指導体制の整備と効率的な事業推進 

   県及び市町村は、本事業の趣旨に鑑み、総合的な指導体制を整備し、関係機

関の協力のもとに事業の的確、かつ、効率的な推進に努めるものとする。 

 

第 13 その他 

 １ 事業実施主体及び構成員は、継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点

から、農林水産業関係の共済や保険への積極的な加入に努めるものとする。た

だし、園芸施設共済の引受対象となる施設を整備する場合にあっては、当該施

設の処分制限期間、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者に

よる保証等に加入等するとともに、第 10 の１に基づく達成状況報告の際に、

加入等が確認できる書類を添付するものとする。 

２ 事業実施主体は、この事業により取得した施設等に事業実施年度及び事業名

を表示しなければならない。 

３ 要領に定める市町村長への提出は、原則取組の対象地域となる市町村長あて

に行うものとする。ただし、取組の対象地域が複数の市町村にまたがるものに

ついては、以下のとおりとし、その他切実な理由により市町村を経由できない

取組については、取組の対象地域となる東部農林水産局長、西部総合県民局長

又は南部総合県民局長に提出できるものとする。 

（１）取組の主たる対象地域を所管する市町村長に提出することを基本とする。 



（２）前項以外の場合は、事業実施主体の主たる事務所（代表者の住所）を所管

する市町村長に提出するものとする。 

（３）（１）及び（２）の規定により難い場合については、取組の対象地域とな

る東部農林水産局長、西部総合県民局長又は南部総合県民局長に提出できる

ものとする。 

（４）（１）、（２）、（３）の規定により難い場合には、知事に提出できるものと

する。 

 ４ 要領に定める知事への提出は、取組の対象地域となる東部農林水産局長、西

部総合県民局長又は南部総合県民局長に提出するものとする。  



附 則 

この要領は令和７年４月１から施行し、令和７年４月１日から適用する。  



（別添） 

審査方法 

市町村事業計画の取組については以下のとおり審査を行い、点数の高い順に予算

の範囲内で採択することとする。 

なお、「県評価項目」については以下のとおりとする。 

評価項目 内 容 

事業目的の的確性 
地域の特性に応じたニーズを的確に捉え、課題解決に

繋がるか 

新規性・独創性 新たな視点や、独自の発想があるか 

地域への貢献性・波及性 地域に対して、大きな効果や波及効果が期待できるか 

継続性・発展性 
補助期間終了後においても、継続して事業を実施でき

るか 

事業規模の妥当性 
事業計画や導入する機械・施設の規模積算が妥当、か

つ、適切か 

 

１ 企画チャレンジ型（企画チャレンジ事業）の審査方法 

基礎項目、取組項目（様式第２－１号の３で選択した項目）及び県評価項目

（各項目７段階評価）の合計点数【70 点満点】 

 

２ 政策実践型のうち地域農業支援事業、地域林業支援事業、地域水産業支援事

業、労働環境等整備事業、緊急対応支援型（緊急対応支援事業）の審査方法 

県評価項目（各項目５段階評価）の点数【25 点満点】 

 

３ 政策実践型のうち施設園芸支援事業、新規就農者支援事業、DX･GX 推進事業の

審査方法 

基礎項目、取組項目（様式第２－３号の５で選択した項目）及び県評価項目

（各項目３段階評価）の合計点数【30 点満点】 

 

４ 審査に当たっての留意点 

過去に本事業の助成を受けたことがある事業実施主体が申請する場合であっ

て、かつ、成果目標が未達成の取組（目標年度未到達の取組を含む）がある場合

については、以下のとおり審査することとする。ただし、成果目標が未達成の取

組とは異なる品目又は市町村で実施する取組については、この限りではない。 

（１） １の事業については、基礎項目、取組項目のみの審査とする。【35 点満点】 

（２） ２の事業については、県評価項目を各項目３段階評価とする。【15 点満点】 

（３） ３の事業については、採択しないこととする。 



（別表） 

区分 事業種目 補助対象経費 
事業実施主体の要件 

（以下のいずれかを満たすもの） 

事業内容の要件 

（以下の全てを満たすもの） 
補助率等 

企
画
チ
ャ
レ
ン
ジ
型 

企画チャレンジ事業 ハード事業 

・地域農林水産業の

課題解決に資する

農林水産業用機

械・施設等導入整

備費 

 

セミハード・ソフト

事業 

・ハード事業で導入

する機械・施設等

の効果的、かつ、

円滑な実施を図る

ために必要な会議

開催経費（食糧費

を除く。以下同

じ。）や技術実証に

必要な経費 

・３戸以上の生産者で構成され

る組織・団体等 

 

・農林水産物の生産に従事する

従業員が５人以上の法人 

 

・市町村長が推薦する中心経営

体（地域計画の「目標地図」

に位置づけられる認定農業

者、認定林業事業体、認定漁

業者等の地域の中心となる経

営体をいう） 

・新規性及び地域への波及効果が高い取組

であること 

 

・事業費が原則 5,000 万円（補助対象事業

費上限）以下の取組であること 

 

・市町村長の推薦により実施する事業につ

いては、市町村費の上乗せ補助（補助対

象事業費の 1/20 以上）を行うこと 

 

・ハード事業については、地域農林水産業

の課題解決に直接関係する機械・施設等

の導入整備費であること 

 

・セミハード・ソフト事業については、事

業の実施に直接必要な経費として明確に

区分できるものであって、かつ、証拠書

類によって金額等が確認できる経費であ

ること 

 

・様式第２－１号の取組項目を一つ以上選

択しており、達成が見込まれること 

ハード事業 

・6/10 以内 

 補助上限額は、

3,000 万円 

<市町村長が推薦

する中心経営体

の場合> 

・11/20 以内 

 補助上限額は、 

 2,750 万円 

 

セミハード・ソフ

ト事業 

・1/2 以内 

 補助上限額は、

60 万円 



区分 事業種目 補助対象経費 
事業実施主体の要件 

（以下のいずれかを満たすもの） 

事業内容の要件 

（以下の全てを満たすもの） 
補助率等 

政
策
実
践
型 

地域農業支援事業 ハード事業 

・地域農業の自給力向上に資する農業

用機械・施設等の導入整備費 

 

セミハード・ソフト事業 

・地域農業の自給力向上に資する農業

用資材費や技術実証等の経費 

・市町村 

 

・３戸以上の生産者で構成さ

れる組織・団体等 

 

・農林水産物の生産に従事す

る従業員が５人以上の法人 

 

・認定林業事業体又は林業経

営体 

 

・認定漁業者 

・「基本計画」や「とくしま農業振興

プロジェクト」等の県基本方針に

沿った取組であること 

 

・地域農林水産業の自給力向上に

直接関係する機械・施設等の導入

整備費であること 

 

・収益性の向上等の効果に係る以

下のいずれかの成果目標を設定

しており、達成が見込まれること 

１ 生産コスト又は集出荷・加工

コストの 10％以上の削減 

２ 生産量又は販売額の 10％以

上の増加 

３ 新たな流通ルートへの仕向

け割合が 10％以上の増加 

ハード事業 

・3/10 以内 

 補助上限額は、

1,000 万円 

 

セミハード・ソフ

ト事業 

・1/2 以内 

 補助上限額は、

50 万円 

 

・規模拡大や経営

転換のための高

能力乳牛や和牛

繁殖牛の導入整

備については、

１頭あたり３万

円又は当該経費

の 3/10以内のい

ずれか低い額 

地域林業支援事業 ハード事業 

・地域林業の自給力向上に資する林業

用機械・施設等の導入整備費 

 

セミハード・ソフト事業 

・地域林業の自給力向上に資する林業

用資材費や技術実証等の経費 

地域水産業支援事業 ハード事業 

・地域水産業の自給力向上に資する水

産業用機械・施設等の導入整備費 

 

セミハード・ソフト事業 

・地域水産業の自給力向上に資する水

産業用資材費や技術実証等の経費 

 

  



区分 事業種目 補助対象経費 事業実施主体の要件 
事業内容の要件 

（以下の全てを満たすもの） 
補助率等 

政
策
実
践
型 

施設園芸支援事業 ハード事業 

・施設園芸等に取り組む際に

必要となる園芸用ハウス等

の導入整備費 

 

セミハード・ソフト事業 

・施設園芸の推進に関係する

資材費や技術実証等の経費 

認定農業者又は認定新規

就農者のうち、地域計画

の「目標地図」に位置づ

けられる経営体 

・「基本計画」や「とくしま農業振興プロ

ジェクト」等の県基本方針に沿った取

組であること 

 

・ハード事業については、導入する機械・

施設等が経営改善計画又は青年等就農

計画の目標を達成するために真に必要

なものであること 

 

・セミハード・ソフト事業については、「と

くしま農業振興プロジェクト」の推進

に直接関係する取組であること 

 

・様式第２－３号の取組項目を一つ以上

選択しており、達成が見込まれること 

 

ハード事業 

・1/2 以内 

 補助上限額は、700 万円 

 

セミハード・ソフト事業 

・1/2 以内 

 補助上限額は、50 万円 

新規就農者支援事業 ハード事業 

・新規就農の際に必要となる

機械等の導入整備費 

 

セミハード・ソフト事業 

・新規就農の促進に関係する

資材費や会議開催等の経費 

就農後５年以内の認定新

規就農者又は認定農業者

のうち、地域計画の「目

標地図」に位置づけられ

る経営体  

ハード事業 

・1/2 以内 

 補助上限額は、300 万円 

 

セミハード・ソフト事業 

・1/2 以内 

 補助上限額は、50 万円 

DX・GX 推進事業 ハード事業 

・スマート技術や環境負荷軽

減に取り組む際に必要とな

る機械等の導入整備費 

 

セミハード・ソフト事業 

・DX・GX の推進に関係する資

材費や技術実証等の経費 

認定農業者又は認定新規

就農者のうち、地域計画

の「目標地図」に位置づ

けられる経営体 

ハード事業 

・1/2 以内 

 補助上限額は、200 万円 

 

セミハード・ソフト事業 

・1/2 以内 

 補助上限額は、50 万円 



 

区分 事業種目 補助対象経費 
事業実施主体の要件 

（以下のいずれかを満たすもの） 

事業内容の要件 

（以下の全てを満たすもの） 
補助率等 

政
策
実
践
型 

労働環境等整備事業 ハード事業 

・労働環境等を整備

する際に必要とな

る休憩室・更衣室・

トイレ等の導入整

備費 

 

セミハード・ソフト

事業 

・労働環境等の整備

に関係する資材費

等の経費 

・認定農業者または認定新規

就農者のうち、原則地域計画

の「目標地図」に位置づけら

れる経営体 

 

・林業経営体 

 

・認定漁業者 

・「基本計画」や「とくしま農業振興プロジェクト」等

の県基本方針に沿った取組であること 

 

・導入する休憩室・トイレ等が 

１ 経営改善計画等の目標を達成するために真に必

要なものであること 

２ 農林水産物の生産等に係る作業に使用する期間

内において他用途に使用されないものであること 

３ 導入後の適正利用が確認できるものであること 

４ ほ場（作業場）又はほ場（作業場）の近接地に設

置するものであること 

 

・収益性の向上等の効果に係る以下のいずれかの成果

目標を設定しており、達成が見込まれること 

 １ 生産コスト又は集出荷・加工コストの 10％以上

の削減 

２ 生産量又は販売額の 10％以上の増加 

３ 新たな流通ルートへの仕向け割合が 10％以上の

増加 

４ 雇用者数の増加 

ハード事業 

・1/2 以内 

 補助上限額は、

200 万円 

 

セミハード・ソフ

ト事業 

・1/2 以内 

 補助上限額

は、50 万円 

  



区分 事業種目 補助対象経費 事業実施主体の要件 
事業内容の要件 

（以下の全てを満たすもの） 
補助率等 

政
策
実
践
型 

地域計画実現事業 

（地域計画実現産地

育成支援事業） 

 

機構から中山間地域等の条

件不利な農地を借り受け、

地域の特色を活かした魅力

的な産地作りを行う受け手

に対する奨励金 

公益財団法人徳島県農業

開発公社（農地中間管理

機構） 

１ 別に定める指定期間内に、農地中間管理

機構と５年以上の農地貸借契約（新規契約

に限る）を締結した受け手であること 

 

２ 事業対象となる農地が存在する市町村が

策定した地域計画に交付対象者が位置づけ

られること 

 

３ 交付対象者が借り受けた農地で地域が推

進する作物を栽培し、５年以上耕作するこ

とが確実であること 

定額(10/10） 

補助上限額は、 

50 万円 

地域計画実現事業

（耕作放棄地フル活

用事業） 

耕作放棄地を借り受けて再

生作業を行うための経費 

１ 別に定める指定期間内に、農地中間管理

機構と５年以上の農地貸借契約を締結した

受け手であること 

 

２ 農業委員会が実施する利用状況調査で

「１号遊休農地」に該当する農地または農

業委員会によって再生作業が必要と判断さ

れた農地を借り受けること 

 

３ 事業対象となる農地が存在する市町村が

策定した地域計画に交付対象者が位置づけ

られること 

定額（10/10） 

①地域が推進する

作物を栽培する場

合 14 万円/10a 

② ①以外の作物

を栽培する場合 

7 万円/10a 

 



区分 事業種目 補助対象経費 事業実施主体の要件 
事業内容の要件 

（以下の全てを満たすもの） 
補助率等 

政
策
実
践
型 

地域計画実現事業

（事業承継加速化事

業） 

(1)農地や機械等の資産鑑

定に要する経費 

農業者、農業者等の組織

する団体等 

１ 事業実施主体が、農業会議が設置する相

談窓口へ相談し、農業会議が実施する業務

の支援対象とされていること 

 

２ 事業の実施に直接必要な経費として明確

に区分できるものであって、かつ証拠書類

によって金額等が確認できる経費であるこ

と 

 

３ 国又は補助事業の補助対象となっていな

い経費であること 

定額（10/10） 

補助上限額は、 

50 万円 

 

 

 

 

 

 

 

(2)事業承継に要する契約

手続き等の経費 

１ 事業実施主体が、農業会議が設置する相

談窓口へ相談し、農業会議が実施する業務 

の支援対象とされていること 

 

２ 事業の実施に直接必要な経費として明確

に区分できるものであって、かつ証拠書類

によって金額等が確認できる経費であるこ

と 

 

３ 国又は補助事業の補助対象となっていな

い経費であること 

1/2 以内 

補助上限額は、 

30 万円 



区分 事業種目 補助対象経費 事業実施主体の要件 
事業内容の要件 

（以下の全てを満たすもの） 
補助率等 

政
策
実
践
型 

地域計画実現事業

（事業承継加速化事

業） 

(3)農地を含む事業の譲受

者が機械等の整備に要する

経費 

農業者、農業者等の組織

する団体等 

１ 事業実施主体が、農業会議が設置する相

談窓口へ相談し、農業会議が実施する業務の

支援対象とされていること 

 

２ 事業の実施に直接必要な経費として明確

に区分できるものであって、かつ証拠書類

によって金額等が確認できる経費であるこ

と 

 

３ 国又は補助事業の補助対象となっていな

い経費であること 

3/10 以内 

補助上限額は、 

100 万円 

(4)(1)～ (3)の取組を効果

的かつ円滑に実施するのに

必要な経費 

一般社団法人徳島県農業

会議 

１ 事業の実施に直接な別に定める経費であ

って、かつ証拠書類によって金額等が確認で

きる経費であること 

定額(10/10) 

 

  



区分 事業種目 補助対象経費 
事業実施主体の要件 

（以下のいずれかを満たすもの） 

事業内容の要件 

（以下の全てを満たすもの） 
補助率等 

緊
急
対
応
支
援
型 

緊急対応支援事業 ハード・ソフト事業 

・災害や家畜伝染病等

の緊急的に対応が必

要な取組に係る経費 

  

・市町村 

 

・３戸以上の生産者で構成さ

れる組織・団体等 

・災害に関する取組については、農林水産

業の被害が発生し、復旧に向けて早急に

対応する必要があると真に認められるも

の。 

 

・家畜伝染病に関する取組については、被

害が発生又は発生するリスクが高まって

おり、まん延防止に向けて早急に対応す

る必要があると真に認められるもの。 

 

・原則、県費補助額の 1/2 以上を市町村が

負担すること。 

 

 

ハード・ソフト事業 

・3/10 以内 

 補助上限額は、

1,000 万円 

 

 


